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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について 

 

 平素から、本校の教育活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

 さて、全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、本県本市でも感染者が継続して出ている中、

感染予防とともに人権への配慮が求められています。 

 学校では、日ごろから人への誹謗や中傷及びいじめの防止に取り組んでいるところですが、改め

て次のことについて指導を行ってまいります。 

 つきましては、保護者の皆様におかれましても、感染した人やその家族、また感染した人とのつ

ながりのある人々を傷つけるのではなく、他人を思いやること等について、ご家庭でもお話しくだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

  

〇 新型コロナウイルスの感染症は誰でも感染する可能性があり、感染した人が悪いわけで

はなく、責められるものではない。 

〇 感染した人を特定しようとしたり、うわさ話をしたりする行為は、当事者の心を傷つけ、

追い込むことになりかねない。また、ＳＮＳ上での書き込みややりとり等をしない。 

〇 感染した人の個人情報、感染前の行動や発言をインターネット上に公開することは、プ

ライバシーの侵害にあたる。 

〇 自分が感染したら、周囲の人にどんなことをしてほしいか、どんなことはしてほしくな

いかを考えて、思いやりのある行動をとる。 

〇 感染した人やその家族、また感染した人とつながりのある人々を思いやり、医療関係者

や感染リスクが高い職業に携わる方々に感謝する社会を目指す。 

 

 


